
食品ロス削減「食べきり３０１５運動」推進事業及び 

「食べきりサイズメニュー 」導入促進事業業務委託仕様書 

 

 

１ 委託業務名 

食品ロス削減「食べきり３０１５運動」推進事業及び「食べきりサイズメニュー」導入促進事

業業務委託 

 

２ 委託業務の趣旨 

外食産業における食品ロスを削減するため、宴会等における「食べきり３０１５運動」を推進す

るとともに、飲食店における「食べきりサイズメニュー」の導入促進を図る。 

 

３ 委託業務の内容 

 （１）「食べきり３０１５運動」推進事業及び「食べきりサイズメニュー」導入促進事業 

下記の①～④の事項を推進し、特に、食品ロス削減月間である 10月は②、④の事項を重点的

に実施すること。 

 

① 募集チラシのリニューアルに関すること 

 ・登録店募集チラシのデザイン等をリニューアルし、飲食店の登録が促進される内容とする

こと。 

 ・リニューアルにあたっては、県のシンボルキャラクター「すっきりんごちゃん」を使用す

ること。 

・制作した募集チラシは、そのデータを保存した CD-R（2枚組）を県が別に指定する期日ま

でに納入すること(Wordや PowerPoint等、windowsで作業可能な形式のものを含める。)。 

 

② 登録の働きかけに関すること 

    ・飲食店に事業の趣旨を説明し、登録を働きかけること。 

    ・事業の実施に際し、飲食店への働きかけや訪問、連絡などを主体的に行うこと。 

・２つの事業の登録店の合計が 60店舗以上となるよう、飲食店を確保すること。 

・県内全域での登録店の増加に努めること。 

・月末ごとに、訪問や連絡した飲食店及び登録する飲食店をそれぞれ集計し、県へ提出する

こと（提出様式は別に県が指定する。）。 

 

③ 啓発資材の配置に関する活動 

 ・登録いただいた上で、啓発資材を配置してもらえるよう働きかけること。 

（県作成の「みんなで 3015」運動チラシについては、来店客が自由に持ち帰れるよう、まと

まった部数を配置してもらえるよう働きかけること。） 

・啓発資材を必要数、飲食店へ配布すること。 



・啓発資材の発送先や必要数は、飲食店の要望に沿うこと。 

※啓発資材の配置は、登録の条件ではありません。 

※啓発資材は、県が作成したものを別途提供いたします。 

 

④ 飲食店のＰＲに関すること 

・当該事業への登録店舗となる飲食店の取組状況をＰＲするため、公式サイトや SNS

（Instagram）を用いて、登録店舗の食べきりサイズメニューや具体的な取り組み内容の

紹介などを積極的に行い、情報発信に努めること。 

・特に食品ロス削減の取組みに積極的な登録店舗（店舗独自の取組みを実施している等）に

ついて、県ＨＰで取組みを紹介することに同意いただいた上で、取材を行い、その具体的

な取組み内容（写真等）を県に提供すること。 

    

（２）「食品ロス等削減運動協力宣言事業者」の登録に関すること 

・各事業に登録することにより、「食品ロス等削減運動協力宣言事業者」となる旨を登録店

舗に説明のうえ、県から提供するステッカーを配付すること。 

 

（３）食べ残し持ち帰りの活動を実施している飲食店に関すること 

・食べ残し持ち帰りを実施している飲食店について情報収集を行い、月末ごとに県のホーム

ページに掲載可能な飲食店を集計し、県へ提出すること（提出様式は別に県が指定する。）。 

 

（４）「おいしい食べきりフォトコンテスト」に関すること 

    ・「おいしい食べきりフォトコンテスト」を開催すること。 

・「おいしい食べきりフォトコンテスト」の参加者の募集に関する広報を実施し、参加者の

増加に努めること。 

・コンテスト入賞者に贈呈するための景品を考案・準備し、入賞者に送付すること。 

   

４ 留意事項 

 ・事業の実施においては、県に対して緊密に進捗状況等を報告、確認すること。 

 ・事業実施に係る業務全体の詳細な行程表を業務受託後１ヵ月以内に作成し、県と協議すること。 

・啓発資材については、県のホームページ（https://foodlosszero.jp/business/tabekiri-3015、

https://foodlosszero.jp/business/tabekiri-size ）で公開されていることから、飲食店への

配布にあたっては適宜利用すること。 

 ・成果物に関する著作権、著作隣接権、商品化権、意匠権及び所有権（以下「著作権等」という。）

は、県に帰属するものとする。 

 ・成果物については、原則として県が複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること

ができるものとする。但し、制作の都合上止むを得ず、著作権等を県に譲渡できない写真、文章

等を使用する場合は、事前に申し入れを行い、県の了解を得ること。県に著作権等を帰属させる

ことが出来ない写真、文章等の二次利用については、その都度、県と協議すること。 

https://foodlosszero.jp/business/tabekiri-3015、https:/foodlosszero.jp/business/tabekiri-size
https://foodlosszero.jp/business/tabekiri-3015、https:/foodlosszero.jp/business/tabekiri-size


 ・特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対

象となっている履行方法等を使用するときは、受託者がその使用に関する一切の責任を負うこと。 

 ・この仕様書に定めの無い事項については、必要に応じて県と協議し決定するものとする。 

 

５ 委託期間 

契約締結の日から令和９年３月 31日（水）まで 


